
制定 令和６年４月２６日 

 

京都市自動車運送事業者向け車両の脱炭素化モデル支援事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 京都市自動車運送事業者向け車両の脱炭素化モデル支援事業補助金（以下、単に「補助金」とい

う。）は、補助金の交付を通じて、電気自動車等を活用した運送事業の運営方法に関するモデル事例を

創出し、その導入や運用に係るノウハウを収集、周知啓発を行うことで、もって運輸部門における電気

自動車等の普及促進及び脱炭素化を図ることを目的として交付する。 

２ この要綱は、補助金の交付に関して、京都市補助金等の交付等に関する条例（以下「条例」という。）

及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。 

⑴ 「電気自動車等」とは、電気自動車及びハイブリッド自動車をいう。 

⑵ 「電気自動車」とは、電気を動力源とし、かつ、動力源とする電気を外部から充電する機能を備え

ている自動車であって、当該自動車に係る自動車検査証（道路運送車両法第６０条第１項に規定す

る自動車検査証をいう。以下同じ。）に、当該自動車の燃料が電気であることが記載されているもの

をいう。 

⑶ 「ハイブリッド自動車」とは、内燃機関を有する自動車で併せて電気又は蓄圧器に蓄えられた圧

力を動力として用いるものであって、当該自動車に係る自動車検査証にハイブリッド自動車である

ことが記載されているものをいう。 

⑷ 「貨物運送事業」とは、貨物自動車運送事業法第２条第１項に規定する貨物自動車運送事業をい

う。 

⑸ 「バス事業」とは、道路運送法第３条第１項第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業及

び同号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業をいう。 

⑹ 「タクシー事業」とは、道路運送法第３条第１項第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事

業をいう。 

⑺ 「運送事業」とは、第４号から第６号までに掲げる貨物運送事業、バス事業及びタクシー事業を、

「運送事業者」とは、当該運送事業を営む者を、「運送用自動車」とは、当該運送事業の用に供する

自動車をいう。 

⑻ 「使用者」とは、補助金の交付対象となる運送用自動車を使用する運送事業者をいう。 

⑼ 「補助事業者」とは、補助金の交付対象となる運送用自動車を直接購入する運送事業者、又は自動

車リース事業により、使用者に補助金の交付対象となる運送用自動車を貸し渡すリース事業者をい

う。 

⑽ 「国基準額」とは、国の「令和５年度（補正予算）商用車の電動化促進事業」若しくは「令和６年

度商用車の電動化促進事業」又は「令和６年度環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業」（合わ



せて、以下「国補助事業」という。）の実施要領から算出、公表されている、補助対象車両の型式ご

との基準額（事業用）をいう。 

⑾ 「標準的燃費水準車両との差額」とは、国補助事業における、補助対象車両となる電気自動車等の

本体価格と、それと同規模かつ同等仕様のガソリン又はディーゼル自動車の本体価格との差額をい

う。 

なお、当該差額は、国基準額を用いて次の各号に掲げるとおり算出する。 

ア トラック又はバスであって電気自動車であるものは、当該補助対象車両の国基準額に２分の３

を乗じた額 

イ トラックであってハイブリッド自動車であるものは、当該補助対象車両の国基準額に２を乗じ

た額 

⑿ 「架装等」とは、架装物や付属品、オプション品等の動力構造部以外の部分をいう。 

⒀ 「市基準額」とは、交付対象車両である電気自動車と同規模かつ同等仕様のガソリン自動車の価

格として、市が定める額をいう。 

⒁ 「特定事業者」とは、京都市地球温暖化対策条例第２条第１項第７号に定める特定事業者の要件

に該当する者で、本市の事業者排出量削減計画書制度における第５計画期間の報告義務対象者とし

て別に公表されている事業者をいう。 

 

（交付対象事業） 

第３条 補助金の交付対象事業は、第４条に規定する交付対象者が、第５条に規定する交付対象車両を

購入し、又はリース契約により貸し渡す事業とする。ただし、交付対象車両をリース契約により貸し渡

す事業の場合にあっては、当該リース契約の期間は、交付対象車両の法定耐用年数以上の期間が設定さ

れているものに限る。 

２ 補助金は、使用者１者につき、交付対象車両１両の導入を上限として交付する。 

 

（交付対象者） 

第４条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げるいずれかに該当する補助事業者とする。 

⑴ 運送事業者であって、本市の区域内に事務所又は営業所を有する法人又は個人事業主。ただし、

トラックのうち、ハイブリッド自動車を導入する事業については、特定事業者でない者（個人事業

主を含む）に限る。 

⑵ 運送事業者に運送用自動車を貸渡すリース事業者であって、次のア及びイの各号に掲げる要件を

満たす法人 

ア 貸渡しの相手方となる使用者が、第１号に該当すること 

イ 交付対象車両の貸渡しの契約において、リース料金から補助金相当額分の値下げを行うこと 

２ 前項にかかわらず、使用者又は補助事業者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合、補

助金の交付対象としない。 

⑴ 公法人、独立行政法人、国若しくは地方公共団体（公営企業含む）又はそれらが５０％以上の出資

を行っている者 

⑵ 公租公課の滞納者 



⑶ 京都市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第４号に規定する暴力団員等又は同

条第５号に規定する暴力団密接関係者 

 

（交付対象車両） 

第５条 補助金の交付対象車両は、使用者が自ら営む運送事業の用に供するための自動車であって、次

の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。 

⑴ トラックであって電気自動車若しくはハイブリッド自動車であるもの又はバス若しくはタクシー

であって電気自動車であるもの。ただし、タクシーにあっては、軽自動車でないものに限る。 

⑵ 交付申請日時点において初度登録前の車両（新車）であって、補助金実施年度の３月１４日まで

に初度登録がなされるもの 

⑶ 自動車検査証に記載された使用の本拠の位置を京都市内に置く車両であるもの 

⑷ 交付申請日時点において、国補助事業の補助対象車両として登録されているもの 

⑸ 購入又はリースに係る契約の意思を明確にするための書面が作成されるもの 

 

（補助金額及び予算の範囲） 

第６条 補助金額は、交付対象車両の区分ごとに別表第１のア又はイに定める額のうちいずれか低い額

とし、同表に定める予算の範囲内で市長が決定する額とする。 

２ 前項により算出した補助金額に、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

３ 補助の対象経費は、車両の購入経費のうち、架装等を除く車両本体に掛かる経費とする。 

 

（交付申請） 

第７条 条例第９条の規定による交付申請は、補助金交付申請書（第１号様式）に別表第２に掲げる書類

を添えて提出することにより、補助事業者が行うものとする。 

２ 交付申請を行うことができる期間は、交付対象車両の区分並びに使用者が主として営む運送事業及

び規模の別により、別表第３に掲げるとおりとする。 

 

（交付決定） 

第８条 市長は、第７条第１項による交付申請が到達した日から１４日以内に、条例第１０条各項の決

定をするものとする。ただし、次の各号に掲げる日数は算入しない。 

⑴ 京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第４条第１項に定める休日 

⑵ 書類の不備等の是正に要した日数 

２ 市長は、補助金を交付することが適当であると認めるときは、速やかにその結果及び交付予定額を、

補助金交付決定通知書（第２号様式）により交付の申請を行った者（以下「交付申請者」という。）に

通知する。 

３ 市長は、補助金を交付することが不適当であると認めるときは、速やかにその結果及び理由を、補助

金不交付決定通知書（第３号様式）により交付申請者に通知する。 

４ 市長は、第１項の決定を行うに際し、補助金の交付の目的を達成するために必要な限度において、補

助金を交付するための条件を付することができる。 



５ 第１項に規定する決定は、第７条に規定する交付申請が到達した順に行うものとする。ただし、交付

申請が同時に到達した場合は、抽選により順序を決定する。 

 

（申請内容の変更及び廃止） 

第９条 第８条第２項に規定する通知を受けたもの（以下「交付決定対象者」という。）は、交付の申請

内容を変更し、又は廃止する場合は、交付予定額の変更を伴わないものを除き、変更・廃止承認申請書

（第４号様式）を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更又は廃止に係る申請を承認することを決定したときは、その結果及

び変更後の交付予定額を、変更・廃止承認決定通知書（第５号様式）により交付決定対象者に通知する。 

３ 市長は、第１項の規定による変更又は廃止に係る申請を承認しないことを決定したときは、その結

果及び理由を、変更・廃止不承認決定通知書（第６号様式）により交付決定対象者に通知する。 

 

（実績報告書の提出） 

第１０条 条例第１８条の規定による実績報告は、実績報告書（第７号様式）に、別表第４に掲げる書類

を添えて提出することにより行うものとする。 

２ 実績報告を行うことができる期間は、補助対象事業の完了日（交付対象車両の登録日をいう。以下同

じ。）から３０日又は補助金実施年度の３月１４日までのいずれか早い期日までとする。 

 

（交付額決定） 

第１１条 市長は、第１０条第１項に規定する実績報告が到達した日から１４日以内に、条例第１９条

に規定する決定をするものとする。ただし、第８条第１項各号に掲げる日数は算入しない。 

２ 市長は、実績が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、速やか

にその結果及び交付額を、補助金交付額決定通知書（第８号様式）により交付決定対象者に通知する。 

３ 市長は、実績が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該

交付決定対象者に対し、これに適合させるために必要な措置を採ることを命じることができる。この場

合、当該措置の完了をもって実績報告が到達したものとみなし、改めて第１項の規定を準用する。 

 

（補助金の請求及び交付） 

第１２条 前条の通知を受けた者は、当該通知が到達した日から１４日以内に、補助金請求書（第９号様

式）により、補助金の交付を請求するものとする。 

２ 市長は前項の規定による適正な請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

 

（財産処分の制限） 

第１３条 補助金の交付を受けた者及び交付を受けて取得した車両の使用者は、補助金により取得した

財産を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、処分し、譲渡し、交換し、貸

し付け、担保に供し、又は使用の本拠の位置を京都市外へ変更してはならない。ただし、交付を受けた

補助金の全部に相当する金額を本市に納入した場合又は交付対象車両の区分ごとに別表第５に掲げる

期間を経過した場合は、この限りでない。 



２ 前項に規定する期間の始期は、補助対象事業の完了日とする。 

３ 条例第３１条第１項の規定による市長への承認申請は、財産処分承認申請書（第１０号様式）を提出

することにより行うものとする。 

４ 市長は、前項の規定による承認申請を承認したときは、その結果及び条例第３１条第２項の規定に

よる補助金の返還額を、財産処分承認通知書（第１１号様式）により当該申請者に通知する。 

 

（補助金の交付に伴う、交付対象車両の使用者の義務） 

第１４条 補助金の交付を受けて取得した車両の使用者は、市長からの求めに応じて、交付対象事業の

終了後から３年間、その運用実績について、年に１度、別表第６に掲げる報告を行わなければならな

い。 

２ 交付対象車両の使用者は、前項に規定する運用実績について、補助金の交付の目的の範囲内で、本市

が加工、公表し、周知啓発に活用することに同意しなければならない。 

 

（補則） 

第１５条 この要綱の施行に関し必要な事項は、地球環境・エネルギー担当局長が定める。 

 

 附 則 

 １ この要綱は、令和６年４月２６日から施行する。  



別表第１ 交付対象車両の区分ごとの補助金額及び予算の範囲（第６条関係） 

※ 大型車…車両の長さ９メートル以上または旅客席数 50 人以上の車両 

  中型車…大型車、小型車以外の車両 

  小型車…車両の長さ７メートル以下で、かつ旅客席数 29 人以下の車両 

  

交付対象 

車両の区分 
ア イ 予算の範囲 

ト
ラ
ッ
ク 

電気自動車 

標準的燃費水準車両との

差額に1/9を乗じた額又は

30 万円のいずれか低い額 

標準的燃費水準車両との差額から、架装

等を除く車両本体価格の値引き額及び

本市以外から交付される補助金等を差

し引いた額 
60 万円 

ハイ 

ブリッド 

自動車 

標準的燃費水準車両との

差額に1/8を乗じた額又は

20 万円のいずれか低い額 

標準的燃費水準車両との差額から、架装

等を除く車両本体価格の値引き額及び

本市以外から交付される補助金等を差

し引いた額 

バ
ス 

電気自動車 

(大型車※/

中型車※) 

標準的燃費水準車両との

差額に1/9を乗じた額又は

40 万円のいずれか低い額 

標準的燃費水準車両との差額から、架装

等を除く車両本体価格の値引き額及び

本市以外から交付される補助金等を差

し引いた額 

80 万円 

電気自動車 

(小型車※) 

標準的燃費水準車両との

差額に1/9を乗じた額又は

30 万円のいずれか低い額 

タ
ク
シ
ー 

電気自動車 20 万円 

車両の購入価格のうち、架装等を除く車

両本体価格から、同部分の値引き額、本

市以外から交付される補助金等及び市

基準額（265 万円）を差し引いた額 

100 万円 



別表第２ 交付申請の添付書類（第７条関係） 

交付申請の添付書類 備考 

導入計画書（第１号様式別紙） 

交付対象車両の種別（トラック、バス、タクシー）

毎に様式が異なるので注意すること。見積書の内

容と整合がとれていること。 

〇交付対象事業がリースの場合 

 リース料金の算定根拠明細書（第１号様式別紙

２） 

見積書に加え、第４条第１項第２号イに規定する、

補助金相当額分の値下げが確認できるもの。 

車両の購入又はリースに係る見積書（写し） 
架装等を除く車両本体の価格が明記されているこ

と。 

〇補助事業者が法人の場合 

現在事項全部証明書（写し） 

〇補助事業者が個人事業主の場合 

住民票（写し） 

発行後３か月以内のものに限る。 

リース契約による事業であって、補助事業者が使

用者と異なる場合は、使用者のものについても提

出する。 

〇他の補助金・寄付金等を受領する予定の場合 

 その額がわかる書類 

交付決定通知書の写し等。交付申請時に添付でき

ない場合は、実績報告時に添付してもよい。 

使用者の事業概要がわかる書類 
通常発行している企業概要パンフレットや、ホー

ムページを印刷したものなどで構わない。 

 

  



別表第３ 交付申請を行うことができる期間（第７条関係） 

交付対象 

車両の区分 

使用者が主として営む運送事業 

及び規模の別 
交付申請を行うことができる期間 

ト
ラ
ッ
ク 

電気自動車 

貨物運送事業者のうち、特定事業者で

ない者（個人事業主を含む） 
令和６年４月２６日～９月３０日 

上記以外の貨物運送事業者 令和６年６月２８日～９月３０日 

ハイブリッド

自動車 

貨物運送事業者のうち、特定事業者で

ない者（個人事業主を含む） 
令和６年４月２６日～９月３０日 

バ
ス 

電気自動車 
バス事業者のうち、全ての個人事業主

又は事業者 
令和６年４月２６日～９月３０日 

タ
ク
シ
ー 

電気自動車 

タクシー事業者のうち、特定事業者で

ない者（個人事業主を含む） 
令和６年４月２６日～９月３０日 

上記以外のタクシー事業者 令和６年６月２８日～９月３０日 

 

別表第４ 実績報告の添付書類（第１０条関係） 

交付申請の添付書類 備考 

導入結果報告書（第７号様式別紙） 

交付対象車両の種別（トラック、バス、タクシー）

毎に様式が異なるので注意すること。契約書等の

内容と整合がとれていること。 

車両の購入若しくはリースに係る契約書 

又は注文書（写し） 

交付申請の内容（主に見積書との対応）が確認で

きるもの。注文書の場合は、収受印が押印されて

いるなどで、双方の契約の意思が明確なもの。 

交付対象事業がリースの場合は、車両の購入及び

リースに係る契約書の両方の提出を必須とする。 

車両代金の支払証拠書類（写し） 
必要な収入印紙が貼付された領収書の写しや金融

機関の出納印が押印された振込依頼書の写し等。 

交付対象車両の自動車検査証（写し） 自動車検査証記録事項を含む。 

 

  



別表第５ 財産処分を制限する期間（第１３条関係） 

交付対象車両の区分 財産処分を制限する期間 

トラック 
最大積載量が２トン以下のハイブリッド自動車 ３年 

上記以外 ４年 

バス ５年 

タクシー ３年 

 

別表第６ 運用実績の報告（第１４条関係） 

報告内容 報告の方法、様式等 備考 

交付対象車両を充電する充電設備

の仕様等 

第 12 号様式 

当該設備の仕様のみでなく、当該設備

を同時に利用する他の車両の情報も記

載すること。 

交付対象車両の主な運行経路や営

業区域 

特定の経路のみを運行する場合はその

経路。経路が定まっていない場合は主

な営業区域。 

交付対象車両の運用方法 

主に、電気自動車等を利用した運送事

業の運営方法で、その内容を他の事業

者に伝達することで市域の電気自動車

等の普及促進に繋げることを目的とす

る。 

交付対象車両の月別の走行データ 
様式で記載を求めている数値を記入す

る。 

交付対象車両の登録情報 
交付対象車両の自動車検

査証（写し） 

交付決定内容を特定するため、添付す

ることを必須とする。 

 

 



第１号様式（第７条第１項関係）

（あて先）京都市長

申請者（＝補助事業者）

□ 貨物運送事業者

□ バス事業者

□ タクシー事業者

□ 自動車リース事業者

（１）交付対象車両の使用者（＝リース先）について（リースの場合のみ記入。）

□ 貨物運送事業者

□ バス事業者

□ タクシー事業者

（２）交付対象車両について（自動車検査証に記載される予定の情報）

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

使用の本拠の位置（京都市内に限る）

所属、役職、氏名

所属する事務所・営業所所在地

（主たる事務所と異なる場合）

TEL（日中連絡が取れる番号）

メールアドレス

□

□

□

□

　本申請書及び添付書類の記載事項について、その内容に疑義があった場合、本市が関係機
関に調査することについて同意します。

　

名称及び代表者名　　　

主たる事務所の所在地事業種別（いずれかを■塗り）

　

〒　　　－

　申請者及び交付対象車両の使用者は、市税等、水道料金等の公租公課を滞納していません。

　

導入計画書（別紙１）、リース料金の算定根拠明細書（別紙２。リースの場合のみ。）、
見積書の写し、現在事項全部証明書又は住民票の写し（申請者、使用者とも）、関係書類
他の補助金等の額がわかる書類、使用者の事業概要がわかる書類

　

〒　　　－

　

　

　本申請書及び添付書類の記載事項と内容に、虚偽のないことを誓約します。

　申請者及び交付対象車両の使用者は、京都市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力
団、同条第４号に規定する暴力団員等及び同条第５号に規定する暴力団密接関係者に該当し
ません。

（４）誓約事項

担
当
者

（３）補助事業者の問合せ先（書類内容が分かる方の連絡先）

〒　　　－

＠

　

補助金交付申請書

〒　　　－　

京都府京都市

　

　

〒　　　－

　

　

名称及び代表者名　　　

主たる事務所の所在地事業種別（いずれかを■塗り）

令和　　年　　月　　日

記

　京都市自動車運送事業者向け車両の脱炭素化モデル支援事業補助金交付要綱第７条第１項の
規定により、関係書類を添えて、下記のとおり補助金の交付を申請します。



第１号様式（別紙１）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

① (A') × 円

② 円

③ (A') -(B)-(C) 円

特定の経路のみを運行する場合はその経路。経路が
定まっていない場合は主な営業区域

交付対象車両を充電する、充電設備の仕様
（設置場所、充電能力、基数・口数）

合計(C) 0

市補助金申請額

①～③のいずれか低い額（千円未満切り捨て） 0

0

0

0

万円（上限）

　　　年　　　月　　　日新車新規登録予定日

交付対象車両の導入後の運用計画（予定）

（　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　）

その他

メーカー名

車名

型式

国等の補助金受給見込総額（補助事業名称）

国

国基準額(A)
（国補助事業の対象車両一覧の基準額）

0

架装等を除く車両本体の定価と、
購入価格の差額（値引きの額）(B)

架装等を除く車両本体の購入価格

架装等を除く車両本体の定価

標準的燃費水準車両との差額(A')
　EVにあっては(A)×3/2、HVにあっては(A)×2

0

導入計画書（トラック）

導入する電気自動車等

交付対象車両の区分



第１号様式（別紙１）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

① (A') × 1/9 円

② 万円（上限） 円

③ (A') -(B)-(C) 円

特定の経路のみを運行する場合はその経路。経路が
定まっていない場合は主な営業区域

交付対象車両を充電する、充電設備の仕様
（設置場所、充電能力、基数・口数）

合計(C) 0

市補助金申請額

①～③のいずれか低い額（千円未満切り捨て） 0

0

0

新車新規登録予定日 　　　年　　　月　　　日

0

架装等を除く車両本体の定価

その他

国

国等の補助金受給見込総額（補助事業名称）

（　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　）

架装等を除く車両本体の定価と、
購入価格の差額（値引きの額）(B)

架装等を除く車両本体の購入価格

交付対象車両の導入後の運用計画（予定）

導入計画書（バス）

導入する電気自動車

メーカー名

交付対象車両の区分

標準的燃費水準車両との差額(A')
　EVにあっては(A)×3/2

0

車名

型式

国基準額(A)
（国補助事業の対象車両一覧の基準額）

0



第１号様式（別紙１）

円

円

円

円

円

円

円

① 20万円（定額） 円

② (A)-(B)-市基準額（265万円） 円

交付対象車両を充電する、充電設備の仕様
（設置場所、充電能力、基数・口数）

架装等を除く車両本体の定価と、
購入価格の差額（値引きの額）

架装等を除く車両本体の購入価格（A）

交付対象車両の導入後の運用計画（予定）

特定の経路のみを運行する場合はその経路。経路が
定まっていない場合は主な営業区域

新車新規登録予定日 　　　年　　　月　　　日

市補助金申請額

導入計画書（タクシー）

0

200,000

0

導入する電気自動車

①、②のいずれか低い額（千円未満切り捨て）

合計(B)

国

0

交付対象車両の区分 EV

その他

（　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　）

国等の補助金受給見込総額（補助事業名称）

車両本体価格
（国補助事業の対象車両一覧に記載の金額）

0

型式

メーカー名

車名



第１号様式（別紙２）

【交付対象事業がリース事業による場合に作成】

　メーカー名

　車名

　型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　リース期間（月数）　　　　　　　　　　　　　　　　か月か月

円

　京都市補助予定額 円

　リース料金総額（□消費税含む・□消費税含まない　いずれかを■塗り）

補助金無し 円

補助金有り 円

　月額リース料金（□消費税含む・□消費税含まない　いずれかを■塗り）

補助金無し 円

補助金有り 円

交付対象車両の使用者（＝リース先）

□ 貨物運送事業者

□ バス事業者

□ タクシー事業者

〒　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名称及び代表者名　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

0

0

0

0

0

0

リース料金の算定根拠明細書

補助金を活用した場合の、リース料金の算定根拠は次のとおりです。

事業種別（いずれかを■塗り） 主たる事務所の所在地

　本市以外の国等の
　補助金受給見込総額



第２号様式（第８条第２項関係）

京都市長 印

記

補助金交付決定通知書

　　　　　　　　　　　　様
令和　　年　　月　　日

　京都市自動車運送事業者向け車両の脱炭素化モデル支援事業補助金交付要綱第
８条第１項の規定に基づき、下記のとおり同補助金を交付することを決定しまし
たので、同要綱第８条第２項の規定に基づき、通知します。

交付の条件

補助事業者の
住所又は所在地

補助事業者の氏名

京都市指令環地　第　　　号補助金交付決定番号

補助金交付予定額

使用者の氏名

使用者の
住所又は所在地



第３号様式（第８条第３項関係）

京都市長 印

記

使用者の
住所又は所在地

不交付とした補助金額

補助事業者の氏名

補助事業者の
住所又は所在地

使用者の氏名

　京都市自動車運送事業者向け車両の脱炭素化モデル支援事業補助金交付要綱第
８条第１項の規定に基づき、下記のとおり同補助金を交付しないことを決定しま
したので、同要綱第８条第３項の規定に基づき、通知します。

補助金不交付決定通知書

令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　様

補助金不交付決定番号 京都市指令環地　第　　　号

不交付の理由

　この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して
３箇月以内に、京都市長に対して審査請求をすることができます。ただし、当該
期間内であっても、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過したとき
は、審査請求をすることができなくなります。
　また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審
査請求に対する京都市長の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６
箇月以内に、京都市を被告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起
することもできます（訴訟において京都市を代表する者は、京都市長となりま
す。）。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日（京都市長に審査
請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決があった日）の翌日か
ら起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することはできな
くなります。



第４号様式（第９条第１項関係）

（あて先）京都市長

申請者（＝補助事業者）

□ 貨物運送事業者

□ バス事業者

□ タクシー事業者

□ 自動車リース事業者

記

（１）市補助金の当初の交付決定の内容

円

円

※　交付申請に添付した書類のうち変更のあるものは、変更後の書類を添付すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（３）変更又は廃止の内容

（４）変更又は廃止の理由

　京都市自動車運送事業者向け車両の脱炭素化モデル支援事業補助金交付要綱第９条第１項の規
定により、（□変更・□廃止）したいので、下記のとおり承認を申請します。

　補助金交付決定年月日

　補助金交付決定番号

令和　　年　　月　　日

京都市指令環地　第　　号

　補助金交付予定額

（２）事業内容の変更に伴い再計算した、変更後市補助金額（廃止の場合は0円を記入）

　変更後市補助金額

変更・廃止承認申請書

〒　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名称及び代表者名　　　

主たる事務所の所在地事業種別（いずれかを■塗り）

令和　　年　　月　　日



第５号様式（第９条第２項関係）

京都市長 印

記

使用者の
住所又は所在地

当初補助金交付予定額

補助事業者の氏名

補助事業者の
住所又は所在地

使用者の氏名

変更・廃止承認決定通知書

令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　様

　京都市自動車運送事業者向け車両の脱炭素化モデル支援事業補助金交付要綱第
９条第１項の規定に基づく（変更・廃止）承認申請について、下記のとおり承認
することを決定しましたので、同要綱第９条第２項の規定に基づき、通知しま
す。

当初補助金
交付決定番号

京都市指令環地　第　　　号

承認した変更の内容

変更後補助金
交付予定額

変更後補助金
交付決定番号

京都市指令環地　第　　　号



第６号様式（第９条第３項関係）

京都市長 印

記

補助事業者の氏名

変更・廃止不承認決定通知書

令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　様

　京都市自動車運送事業者向け車両の脱炭素化モデル支援事業補助金交付要綱第
９条第１項の規定に基づく（変更・廃止）承認申請について、下記のとおり承認
しないことを決定しましたので、同要綱第９条第３項の規定に基づき、通知しま
す。

当初補助金交付予定額

当初補助金
交付決定番号

京都市指令環地　第　　　号

補助事業者の
住所又は所在地

使用者の氏名

使用者の
住所又は所在地

変更不承認決定番号 京都市指令環地　第　　　号

承認しない
こととした理由

　この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して
３箇月以内に、京都市長に対して審査請求をすることができます。ただし、当該
期間内であっても、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過したとき
は、審査請求をすることができなくなります。
　また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審
査請求に対する京都市長の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６
箇月以内に、京都市を被告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起
することもできます（訴訟において京都市を代表する者は、京都市長となりま
す。）。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日（京都市長に審査
請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決があった日）の翌日か
ら起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することはできな
くなります。



第７号様式（第10条第１項関係）

（あて先）京都市長

申請者（＝補助事業者）

□ 貨物運送事業者

□ バス事業者

□ タクシー事業者

□ 自動車リース事業者

補助金交付決定番号

（１）交付対象車両の使用者（＝リース先）について（リースの場合のみ記入。）

□ 貨物運送事業者

□ バス事業者

□ タクシー事業者

（２）交付対象車両について（自動車検査証の情報）

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

使用の本拠の位置（京都市内に限る）

所属、役職、氏名

所属する事務所・営業所所在地

（主たる事務所と異なる場合）

TEL（日中連絡が取れる番号）

メールアドレス

（４）交付申請時からの変更内容（交付申請から実績報告までに、補助金額の変更を伴わない範
囲で事業内容を変更した場合、その内容を記載してください。）

関係書類
導入結果報告書（別紙）、契約書や注文書の写し、領収書などの支払証拠書類の写し、
自動車検査証の写し、他の補助金等の額がわかる書類（交付申請時に提出できていない場合）

担
当
者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〒　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＠

（３）補助事業者の問合せ先（書類内容が分かる方の連絡先）

〒　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名称及び代表者名　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〒　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〒　　　－　

京都府京都市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業種別（いずれかを■塗り） 主たる事務所の所在地

実績報告書

令和　　年　　月　　日

事業種別（いずれかを■塗り） 主たる事務所の所在地

〒　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名称及び代表者名　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　京都市自動車運送事業者向け車両の脱炭素化モデル支援事業補助金交付要綱第１０条第１項の
規定により、関係書類を添えて、下記のとおり実績を報告します。

記

京都市指令環地　第　　号



第７号様式（別紙）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

① (A') × 円

② 円

③ (A') -(B)-(C) 円

主たる事務所の所在地

□ 貨物運送事業者

□ バス事業者

□ タクシー事業者 名称及び代表者名　　　

標準的燃費水準車両との差額(A')
　EVにあっては(A)×3/2、HVにあっては(A)×2

0

メーカー名 0

導入結果報告書（トラック）

導入する電気自動車等

交付対象車両の区分 0

車名 0

型式 0

国基準額(A)
（国補助事業の対象車両一覧の基準額）

0

架装等を除く車両本体の定価 0

0

0

架装等を除く車両本体の購入価格

架装等を除く車両本体の定価と、
購入価格の差額（値引きの額）(B)

国等の補助金受給見込総額（補助事業名称）

国 （　　　　　　　　　　　　） 0

その他 （　　　　　　　　　　　　） 0

合計(C) 0

市補助金申請額

①～③のいずれか低い額（千円未満切り捨て） 0

0

万円（上限） 0

0

交付対象車両の使用者の問合せ先（毎年の運用実績報告の窓口となる担当者）

事業種別

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新車新規登録日 　　　年　　　月　　　日

〒　　　－

＠

担
当
者

メールアドレス

TEL（日中連絡が取れる番号）

所属する事務所・営業所所在地

（主たる事務所と異なる場合）

所属、役職、氏名

〒　　　－



第７号様式（別紙）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

① (A') × 1/9 円

② 万円（上限） 円

③ (A') -(B)-(C) 円

主たる事務所の所在地

□ 貨物運送事業者

□ バス事業者

□ タクシー事業者 名称及び代表者名　　　

標準的燃費水準車両との差額(A')
　EVにあっては(A)×3/2

0

メーカー名 0

導入結果報告書（バス）

導入する電気自動車

交付対象車両の区分 0

車名 0

型式 0

国基準額(A)
（国補助事業の対象車両一覧の基準額）

0

架装等を除く車両本体の定価 0

0

0

架装等を除く車両本体の購入価格

架装等を除く車両本体の定価と、
購入価格の差額（値引きの額）(B)

国等の補助金受給見込総額（補助事業名称）

国 （　　　　　　　　　　　　） 0

その他 （　　　　　　　　　　　　） 0

新車新規登録日 　　　年　　　月　　　日

合計(C) 0

市補助金申請額

①～③のいずれか低い額（千円未満切り捨て） 0

0

0

0

交付対象車両の使用者の問合せ先（毎年の運用実績報告の窓口となる担当者）

事業種別

〒　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

担
当
者

所属、役職、氏名

所属する事務所・営業所所在地 〒　　　－

（主たる事務所と異なる場合）

TEL（日中連絡が取れる番号）

メールアドレス ＠



第７号様式（別紙）

円

円

円

円

円

円

円

① 20万円（定額） 円

② (A)-(B)-市基準額（265万円） 円

主たる事務所の所在地

□ 貨物運送事業者

□ バス事業者

□ タクシー事業者 名称及び代表者名　　　

メーカー名 0

導入結果報告書（タクシー）

導入する電気自動車

交付対象車両の区分 EV

架装等を除く車両本体の購入価格（A） 0

0
架装等を除く車両本体の定価と、
購入価格の差額（値引きの額）

車名 0

型式 0

車両本体価格
（国補助事業の対象車両一覧に記載の金額）

0

国等の補助金受給見込総額（補助事業名称）

国 （　　　　　　　　　　　　） 0

その他 （　　　　　　　　　　　　） 0

新車新規登録日 　　　年　　　月　　　日

合計(C) 0

市補助金申請額

①、②のいずれか低い額（千円未満切り捨て） 0

200,000

0

交付対象車両の使用者の問合せ先（毎年の運用実績報告の窓口となる担当者）

事業種別

〒　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

担
当
者

所属、役職、氏名

所属する事務所・営業所所在地 〒　　　－

（主たる事務所と異なる場合）

TEL（日中連絡が取れる番号）

メールアドレス ＠



第８号様式（第11条第２項関係）

京都市長 印

記

補助事業者の氏名

補助金交付額決定通知書

令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　様

　京都市自動車運送事業者向け車両の脱炭素化モデル支援事業補助金交付要綱第
１１条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付額を決定しましたので、同要綱
第１１条第２項の規定に基づき、通知します。

補助事業者の
住所又は所在地

使用者の氏名

使用者の
住所又は所在地

補助金の交付に伴う
報告義務

（第１４条関係）

　補助金の交付を受けて取得した車両の使用者は、１
年に１回、市長からの求めに応じて、その運用実績に
ついて補助金要綱別表第６に掲げる報告を行わなけれ
ばなりません。（３年間）

補助金交付額

補助金交付額決定番号 京都市指令環地　第　　　号

財産処分の制限
（第１３条関係）

　補助金の交付を受けた者は、補助金により取得した
財産を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目
的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保
に供し、又は使用の本拠の位置を京都市外へ変更して
はなりません。



第９号様式（第12条第１項関係）

円

本　店

支　店

出張所

種別

補助金の振込先

漢　字

信用金庫　信用組合

農協

口座番号（下欄に右づめで数字を記入すること）

口座
名義人

フリガナ

補助金請求書

（あて先）
令和　　年　　月　　日

　京都市長

請求者（=補助事業者）の名称請求者（=補助事業者）の所在地

　　

　京都市自動車運送事業者向け車両の脱炭素化モデル支援事業補助金交付要綱第
１２条第１項の規定により、補助金を請求します。

１　普通
２　当座
３　貯蓄

請求金額

指定
口座

金　融　機　関　名 店　舗　名

銀行



第10号様式（第13条第３項関係）

（あて先）京都市長

申請者（＝補助事業者）

□ 貨物運送事業者

□ バス事業者

□ タクシー事業者

□ 自動車リース事業者

記

（１）市補助金の交付額決定の内容

円

（２）処分しようとする財産の情報

（３）処分の内容

□ 補助金相当額を、京都市へ返還します。

□ 譲渡・売却・貸付等を行った相手方に、義務を継承します。（市長が認める場合のみ。）

□ 代替の手段により交付の目的を達成します。（市長が認める場合のみ。）

□ その他

　補助金交付額

財産処分承認申請書

令和　　年　　月　　日

事業種別（いずれかを■塗り） 主たる事務所の所在地

〒　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名称及び代表者名　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　京都市自動車運送事業者向け車両の脱炭素化モデル支援事業補助金交付要綱第１３条第１項に
規定する、交付対象車両の区分ごとに定められた期間を経過する前に財産の処分を行いたいた
め、同条第３項の規定により、処分の承認を申請します。

　補助金交付額決定年月日 令和　　年　　月　　日

　自動車登録番号

　車台番号

　補助金交付額決定番号 京都市指令環地　第　　号

　財産の名称（メーカー及び車種）

　型式

　処分の内容（プルダウンで選択）

（４）処分の理由

（５）処分の条件（いずれかを■塗り）

　処分等の事実が生じる日 令和　　年　　月　　日



第11号様式（第13条第４項関係）

京都市長 印

記

算出の根拠

京都市指令環地　第　　　号

令和　　年　　月　　日

自動車登録番号

補助金交付額決定番号

財産の名称
（メーカー及び車種）

補助金交付額決定日

補助事業者の氏名

財産処分の申請年月日

財産処分承認通知書

令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　様

　京都市自動車運送事業者向け車両の脱炭素化モデル支援事業補助金交付要綱第
１３条第３項の規定に基づく財産処分の承認申請について、下記のとおり承認す
ることを決定しましたので、同要綱第１３条第４項の規定に基づき、補助金の返
還額を通知します。

補助金交付額

補助金の返還額

補助事業者の
住所又は所在地

使用者の氏名

使用者の
住所又は所在地

処分の条件

車台番号

型式



第12号様式（第14条関係）

（あて先）京都市長

補助事業者（補助金を受け取った方）

□ 貨物運送事業者

□ バス事業者

□ タクシー事業者

□ 自動車リース事業者

使用者（補助金を受けて取得した車両を実際に使用している方）

□ 貨物運送事業者

□ バス事業者

□ タクシー事業者

運用実績

交付対象車両の月別運用データ

走行距離（km） 稼働日数 充電回数 充電時間

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年度計

※　修理等により稼働日数が極端に変動している場合、備考欄にその旨を記入してください。

□

□

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名称及び代表者名　　　

　別で、交付対象車両の自動車検査証（写し）を添付しました。

　交付対象車両の使用者として、京都市が補助金の交付の目的を達成するために、本報告書
の内容について加工、公表し、周知啓発に利用することに同意します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

充電設備の仕様（充電能力、基
数・口数）

　（※）本報告書は、“使用者”に提出義務がありますので、注意してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業種別（いずれかを■塗り） 主たる事務所の所在地

〒　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名称及び代表者名　　　

補助金交付額決定番号 京都市指令環地　第　　号

運用実績報告書

令和　　年　　月　　日

事業種別（いずれかを■塗り） 主たる事務所の所在地

〒　　　－

充電設備の設置場所、同じ充電設
備で充電している車両数

○○年度分
備考

月
別
走
行
デ
ー

タ

特定の経路のみを運行する場合は
その経路。経路が定まっていない
場合は主な営業区域

通常の営業日の運用方法


